
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 11回総会議事録（Ｒ２年11月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都城市農業委員会 
 



１ 日  時   令和２年１１月２７日  午前９時００分～ 

 

２ 場  所   中央公民館大会議室 

 
３ 委  員 
出 1德益 吉明 出 2柿並 マリ子 出 3轟木 保紘（会長） 出 4有川 はつ子 

出 5山中 美代子 出 6重冨 保 出 7長谷場 平 出 8恒吉 勇二 

出 9坂上 和秋 出 10永田 勇作 出 11竹田 功 出 12松枝 みどり 

出 13松山 忠雄 出 14北園 紘美 出 15田中 加代子 出 16紺家 知征 

出 17宮田 信行 出 18井ノ上 洋一 出 19飯盛 由紀子 出 20田中 操 

出 21乙守 賢次 出 22藤森 和代 出 23志戸 春雄（職務代理） 出 24小野 籍雄 

 
４ 事 務 局 
   局 長 細山田 省二          次 長 福丸 好文         

主 幹 野﨑 洋一                  副主幹 吉國 雄一郎 
主 事 中濵 崇弘           主 査 横山 いづみ   
副主幹 横山 百合子（山之口総合支所） 主 幹 野口 浩二（高城総合支所）         

   副主幹 皆吉 さち子（高崎総合支所）   
 
５ 付議案件 
   報告第24号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

議案第92号 非農地証明について 

議案第93号 農地法第５条許可後の事業計画変更申請による農業委員会の意見決定及び許 

可決定について 

議案第94号 農地法第３条許可申請による農業委員会の許可決定について 

議案第95号 農地法第４条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定について 

議案第96号 農地法第５条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定について 

議案第97号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決定につ 

いて 

議案第98号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決定につ 

いて（中間管理事業） 

議案第99号 農業委員会等に関する法律第１７条に基づく農地利用最適化推進委員候補者 

（追加）  の承認について 



第１１回総会議事録 

 

 

議   長  ただいまより第１１回の総会を開催いたします。本日の出席は、１名少し遅刻とな

っておりますが２４名の全員の出席となります。次に議事録署名人の指名をさせてい

ただきます。本日は１９番委員と２０番委員にお願いしますのでよろしくお願いいた

します。 

それではこれから審議に入ります。本日は報告案件が１件、議案は追加が１件ある

ようですので併せて８件です。よろしくお願いいたします。まず、報告案件ですが、

報告第２４号農地法第１８条第６項の規定による通知について、事務局の説明をお願

いします。 

 

事 務 局  報告第２４号農地法第１８条第６項の規定による通知についてですが、今月は５６

件の通知で、203,644.00㎡の内容となっています。以上です。 

議   長  ありがとうございました。ただいまの報告案件に何かご質問等はございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  何も無いようですので、報告第２４号については承認するものといたします。続い

て議案の審議に入ります。まず、議案第９２号非農地証明についてを議題といたしま

す。事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局  議案第９２号非農地証明についてですが、今月は６件の申請で10,571.00㎡の内容

となっています。議案書は４０ページになりますが、最初の２件は山林原野となって

いて今後も農地としての利用が困難と判断されております。また残りの案件は過去の

開発事業計画によるもので、計画どおり転用がなされているため非農地証明を出すも

のでございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議   長  ありがとうございました。ただいま説明がありましたが、質問はございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決に入ります。議案第９２号非農地証明について、ご同意いた

だける方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第９２号については非農地として承認されました。続き

まして、議案第９３号農地法第５条許可後の事業計画変更申請による農業委員会の意

見決定及び許可決定についてを議題とします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第９３号農地法第５条許可後の事業計画変更申請による農業委員会の意見決定

及び許可決定についてですが、今月は３件の申請で、1,549.00㎡の内容でございます。

調査報告につきましては、調査報告書のまとめの２ページに記載しております。ご審

議方よろしくお願いいたします。 

議   長  説明が終わりましたが、何か質問はございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決に入ります。議案第９３号農地法第５条許可後の事業計画変

更申請による農業委員会の意見決定及び許可決定についてご同意いただける方は挙

手をお願いします。 



全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第９３号についてはすべて許可相当と決定しました。次

に議案第９４号農地法第３条許可申請による農業委員会の許可決定についてを議題

といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第９４号農地法第３条許可申請による農業委員会の許可決定についてでござい

ます。今月は２３件の申請、47,085.00 ㎡の内容となっています。調査報告は、調査

報告のまとめの３ページから記載してあります。なお、すべて農地法第３条第２項各

号に該当しないと判断されますのでご審議方よろしくお願いします。 

議   長  ありがとうございました。ここで質問をお受けします。何かございませんか。 

４ 番 委員  ４番委員です。６番案件について少し教えてください。これは賃貸借となっていま

すが、３条は売買の場合だけではないんでしょうか。 

事 務 局  ３条は売買、贈与、賃貸借、使用貸借などできますので、何の問題もありません。 

５ 番 委員  ５番委員です。今の質問を補足しますと、受人がこれくらいの経営規模の方なら強

化法の利用権設定が普通だと思うんだけど、なぜ３条申請なんでしょうかということ

が言いたかったのだと思います。その辺のところをご説明していただければ良いので

はないでしょうか。 

事 務 局  担当者は３条申請が来たからそのまま受け付けただけだと思います。特に内容に問

題が無ければ、利用権でやってくださいとかは言いませんので･･･このことについて

は特に何も考えていなかったと思います。 

議   長  よろしいですか。他に質問はございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決に入ります。議案第９４号農地法第３条許可申請による農業

委員会の許可決定について、ご同意いただける方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第９４号につきましては、調査報告どおりすべて許可す

ると決定いたしました。次に議案第９５号農地法第４条許可申請による農業委員会の

意見決定及び許可決定についてを議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第９５号農地法第４条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定につ

いてでございます。今月は１５件の申請で、13,208.21 ㎡の内容でございます。調査

報告の方はまとめの６ページ、7 ページに記載のとおりですので、ご審議方よろしく

お願いします。 

議   長  ありがとうございました。説明が終わりましたので質問をお受けします。何かござ

いませんか。 

２ 番 委員  ２番委員です。これは、質問じゃないんですが、調査報告書のまとめの４条３番に

担当委員の名前が入っていませんが、これは高橋委員の記載漏れだと思いますが。 

事 務 局  大変申し訳ありません。委員のおっしゃるとおり、私達の記載ミスです。 

議   長  よろしいですか。他に何か質問はございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決いたします。議案第９５号農地法第４条許可申請による農業

委員会の意見決定及び許可決定について、ご同意いただける方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 



議   長  全委員挙手ですので、議案第９５号につきましてはすべて許可と決定いたしました。

続きまして、議案第９６号農地法第５条許可申請による農業委員会の意見決定及び許

可決定についてを議題とします。議案に対する事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第９６号農地法第５条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定につ

いてでございます。今月は正誤表にありますように１件の取下げがございましたので、

申請件数６０件、45,036.52 ㎡の内容になります。調査報告は、報告のまとめの８ペ

ージから記載してあります。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議   長  ありがとうございました。説明が終わりましたので質問をお受けします。何かござ

いませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  質問も無いようですので採決に移ります。議案第９６号農地法第５条許可申請によ

る農業委員会の意見決定及び許可決定についてご同意いただける方は挙手をお願い

します。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第９６号についてはすべて許可するものと決定いたしま

す。続きまして、議案第９７号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による

農業委員会の決定についてを議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第９７号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決

定についてでございます。今月は所有権移転が１２件ございまして、40,211.00 ㎡の

内容となっています。利用権設定は、４１件ございまして、114,444.44㎡の内容とな

っています。なお、公告日につきましては、本日１１月２７日付けを予定しておりま

す。 

議   長  ありがとうございました。ここでご質問をお受けします。何かございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決いたします。議案第９７号農業経営基盤強化促進法第１８条

第１項の規定による農業委員会の決定について、同意される方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第９７号については承認することに決定いたしました。

次に議案第９８号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会

の決定について（中間管理事業）を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第９８号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決

定について（中間管理事業）でございます。今月は１１３件の申請、309,976.00㎡の

内容でございました。公告日につきましては、同じく本日１１月２７日付けを予定し

ております。 

議   長  ありがとうございました。説明が終わりましたが、何かご質問はありませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決に移ります。議案第９８号農業経営基盤強化促進法第１８条

第１項の規定による農業委員会の決定について（中間管理事業）に、同意される方は

挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 



議   長  全委員挙手ですので、議案第９８号については承認することに決定いたしました。

次に最後に追加議案、お手元に議案書が配布されていると思いますが、議案第９９号

農業委員会等に関する法律第１７条に基づく農地利用最適化推進委員候補者の承認

についてを審議いたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第９９号農業委員会等に関する法律第１７条に基づく農地利用最適化推進委員

候補者の承認についてでございます。これにつきましては、先月の五十市地区推進委

員の辞職の決定に伴いまして、実施いたしました委員募集の結果でございます。１１

月２日から２４日にかけて委員募集を行ないました結果、議案書記載のとおり、地元

の農事振興会からの推薦を受けられた方１名が候補者となりました。他に応募はあり

ませんでした。公募締切日が当初の議案作成の後であったため、今回追加議案となっ

たものでございます。この候補者を農地利用最適化推進委員として委嘱することにつ

いて、ご審議方よろしくお願いいたします。 

議   長  説明が終わりましたが、質疑に入ります。この件で何かご質問はありませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  何も無いようですので、採決いたします。議案第９９号農業委員会等に関する法律

第１７条に基づく農地利用最適化推進委員候補者の承認について、同意される方は挙

手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第９９号につきましては承認するものと決定しました。

これで本日予定しておりました議案の審議が終わりました。全体を通して何か皆さん

の方からありませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので、これで第１１回総会を終了いたします。お疲れ様でした。 

        

 

令和  年  月  日 

 

議事録署名委員 

              

 19番委員              

 

 

 20番委員              

                                   

作製者 福丸 好文 


